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１．引用文献・参考図書

・『三重県統計書』（大正 5 年 土地戸口及雑之部） 三重県 大正 7 年 

・『地方発達史と其の人物』 郷土研究社 昭和 10 年 

・『伊勢年鑑』別冊（人名録） 伊勢新聞社 昭和 14 年  

・『伊勢年鑑』昭和 17 年版 伊勢新聞社 昭和 16 年 

・『三重県市町村勢要覧』 三重県統計協会 昭和 27 年 

・『芸濃町広報』 芸濃町 昭和 31 年～平成 17 年 

・『河芸郡史』（復刊） 三重県郷土資料刊行会 昭和 48 年 

・『三重県明小学校沿革史』 明小学校同窓会 昭和 49 年 

・『関町史』下巻 関町教育委員会 昭和 59 年 

・『芸濃町史』下巻 芸濃町教育委員会 昭和 61 年 

・『亀山市政 40 周年記念誌』 亀山市 平成 7 年 

・『三重県の近代化遺産』 三重県教育委員会 平成 8 年 

・『三重県史』別編 建築 三重県 平成 15 年 

・『三重県近代和風建築総合調査報告』 三重県教育委員会 平成 20 年 

・『旧明村役場庁舎 調査報告』津市教育委員会 平成 20 年 

・『旧川口村役場庁舎現状調査報告』 津市教育委員会 平成 22 年 

・『でかいぞミエゾウ！ ～化石が語る巨大ゾウの世界』（展示図録）三重県総合博物館  

平成 26 年 

・『登録有形文化財建造物 朝日町資料館（朝日村役場）保存活用計画』 朝日町 平成 27 年 

・『旧鳥羽小学校保存活用計画』 鳥羽市 平成 27 年 

・「芸濃の大正ロマン明村役場の魅力」（講演会資料） 菅原洋一 平成 27 年 

・『登録有形文化財建造物 朝日町資料館（朝日村役場）保存活用計画 改訂版』 朝日町  

平成 29 年 
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２．図面

当該文化財建造物の図面は、以下の 3 種類がある。 

①明村役場建築工事之圖（大正 5 年） 

②国登録有形文化財「旧明村役場庁舎」現状調査図（平成 20 年 3 月） 

③旧明村役場庁舎耐震補強その他工事竣工図（平成 30 年 7 月） 

①明村役場建築工事之圖は浦野甚松、②国登録有形文化財「旧明村役場庁舎」現状調査図

は株式会社林廣伸建築事務所、③旧明村役場庁舎耐震補強その他工事竣工図は杉谷建設株式

会社がそれぞれ作成している。また、③の図は掲載するにあたり株式会社文化財構造計画が

一部修正を行っている。 

参3



参4



２－①明村役場建築工事之圖（大正 5 年） 
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３．写真資料

写真資料一覧（平成 17 年以前）

№ 所有者 名称等 撮影年月 仕 様 枚数 掲載頁

１ 明小学校

「本村役場」 昭和 3 年頃 
白黒・紙焼き 

黒台紙貼り 
１ 参 27 

空中写真 
昭和 30 年頃 

昭和 59 年 

白黒・紙焼き 

カラー・紙焼き 

１ 

１ 
参 28 

小学校周辺写真 昭和 55 年以前 カラー・紙焼き １ 参 30 

２ 個人 記念写真 
昭和 26 年 12 月 白黒紙焼き 1 

参 29 
昭和 30 年頃 白黒紙焼き 1 

３ 個人 建物写真 

昭和 52 年頃 カラー・紙焼き １ 参 30 

不詳 
白黒・紙焼き 

カラー紙焼き 

2 

1 
－ 

４ 津市 

建物写真 昭和 50 年代か 
カラー紙焼き 

（個人より寄贈） 
1 － 

建造物調査風景

写真 
平成元年 8 月 

カラーネガ 

（芸濃町広報課撮影）
29 

参 31 

参 32 

５ 三重県 
三重県史建造物

調査記録写真 
平成 9 年 1 月 

白黒紙焼き 

カラー・紙焼き 

45 

39 
参 31 

参25
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明小学校所蔵の古写真ファイルに所収。「昭和三年七月一日校新校舎落成式挙行」の写真と同

一頁に「本村役場」と注記された写真。子供の服装等から同時期と推定される。 

同上 

注.モノクロ写真のカラー化装置（株式会社サンメディア 実用新案第 3156805 号）による。

参27



昭和 29 年竣工の明小学校講堂があり、昭和 33 年竣工の給食室がないことから、昭和 30 年前

後の撮影。昭和 29 年の創立 80 周年記念か。（明小学校所蔵） 

昭和 59 年（1984）撮影の明小学校の航空写真。昭和 30 年頃の写真（上）と比べると、建物南

側の樹木の多くが失われている。（明小学校蔵） 

参28



昭和 26 年（1951）12 月 23 日に役場庁舎の前で撮影された記念写真。昇降口の両側に看板が掛

けられており、植栽の松が見える。 

昭和 30～31 年（1955～56）頃に役場村庁舎の前で撮影された記念写真。明村が合併により芸

濃町に移行する前後の時期に撮影されたもの。窓枠の下に支えの棒が写っている。 

参29



昭和 52 年頃の写真（右縁の 77 は 1977 年現像を示す）。外構の南辺・西辺の植栽は低く支

持柱が見られ、外壁の塗装も真新しい。大棟東端にサイレンが残る。 

奥に明小学校の木造校舎が見えることから、新校舎に建替えられる昭和 55 年以前。外構西辺の

植栽に支持柱が見られる。明小学校の門柱が来賓室の裏側にある。 

参30



平成元年（1989）８月１日撮影 芸濃町資料館の看板が掛かる。 

三重県所蔵。県史編纂に伴う建造物調査で平成９年１月に撮影。外壁塗装の剥離が目立つ。 

参31



＜バルコニー＞南東隅付近、床には金属製の床材が敷かれている。 

＜1 階事務室＞展示室に民具などが所狭しと置かれている。 

＜２階議場＞展示棚には資料があるが、ローケースはビールで覆

われている。 

平成元年８月撮影 

参32



昭和 45 年 10 月 芸濃町資料館の開設（『芸濃町広報』第 158 号 昭和 45

年 11 月１日）開設当初より現在とほぼ同じ展示棚が整備されている。 

職業教育センターの昭和 35 年１月の事業計画（『芸濃町広報』第 28 号（昭和 35 年 1 月 1 日）

各グループに分かれて活発に活動している。 

参33



『三重県市町村勢要覧』昭和 27 年刊 昭和 25 年 12 月現在で職員が 12 名であ

り、昭和 16 と比べて倍増していることが分かる。 

『伊勢年鑑』昭和 17 年 昭和 16 年 10 月発行であり、同時期には三役以

外には職員が６名であることが分かる。 

参34



左：『伊勢年鑑 別冊』（昭和 14 年刊）の人名録に浦野甚松の名がある。 

右：浦野氏の使用したＴ形定規。昭和二年の明小学校新築記念の墨書がある。 

浦野氏旧蔵の明小学校図面（全６枚の内の１枚）。設計図ではなく施工図か。 

参35



明村役場設計図①（南側立面・北側立面 1/50）

明村役場設計図②（西側立面・東側立面 1/50）

参36



明村役場設計図③（本館断面図 1/50）

明村役場設計図④（本館骨組図 1/50）

参37



明村役場設計図⑤（隅小屋詳細図 1/20）

明村役場設計図⑥（各館詳細図 1/20）

参38



明村役場建築仕様書（同じものが２部残る、内容は同じ）

明村役場設計図⑦（配置図・階上平面・小屋伏図・二階梁伏図 1/100） 

参39



明村役場建築設計書（ほぼ同じものが３部残る、右は単価の記入あり、左は合計の記入あり）

明村役場建築設計書（ほぼ同じものが３部残る、

単価・合計の記入なし）

参40



４．保護に係る手続き関連

参41



(1) 現状を変更しようとする場合の手続き 

① 予め文化庁長官に届出を要する行為 

保存修理等にあたって登録有形文化財（建造物）の現状を「文化財としての価値が

ある部分」の位置や形（形状・材質・色合いなど）を変える場合で、移築する場合や

変更する範囲が「通常望見できる範囲」の４分の１を超える場合には、現状変更しよ

うとする日の 30 日前までに届け出が必要となる。（法第６４条、規則第１４条、第

１５条、第１６条の規定による） 

なお、届出を行った現状変更の内容で、仮に文化財としての価値を損なう可能性が

あった場合、文化庁による指導、助言または勧告が行われる。 

ｱ. 保存修理等にとも

なう復原的行為 

復原的行為とは、当該文化財建造物の建設当初の姿、あるいは改

変された後のある時期の姿に復原する行為である。 

既存及び新たに発見された資料により、現状が復原年代の姿と明

らかに異なっていることが判明した場合は、保存修理若しくは活用の

ための改修工事等に際し、復原的行為を行うことを検討する。 

ｲ. 保存管理、活用上

の行為 

保存管理、活用上の行為には、主に利用者の利便性、安全性確

保のための内装の改修、設備改修、構造補強などがあげられる。当

該文化財建造物は登録有形文化財（建造物）であるため、「通常望

見できる範囲」の４分の１を超える変更がなければ届出の必要はない

が、現在残されている内部意匠等にも文化財としての価値を見出す

意見もあるため、改修等にあたっては、復原的行為も含め十分に検

討したうえで実施する必要がある。 

② 届出を要しない行為 

ｱ. 維持の措置（法第

64条第１項ただし書、

規則第17条第１項第１

号の規定による）維持

の措置としては、次の

ような行為が想定され

る。 

ｱ) 登録有形文化財建造物の維持を目的とした行為で、登録当時の

原状（登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当

該現状変更後の原状）の通常望見できる外観を損なう範囲が当該外

観の４分の１以下である場合（移築の場合を除く。）や内装のみについ

て模様替えを行う場合。 

ｲ) 雨漏りや壁のひび割れといった毀損の発生や拡大を防止するた

めに工事等を実施する場合。 

ｩ) 文化財保護法以外の規定による現状の変更を内容とする命令に

基づく措置を執る場合。 

なお、維持の措置にかかる行為の場合、施工範囲が「通常望見で

きる範囲」の４分の１を超えても、現状と同じ材料・工法を用いるものに

ついては、届出の必要がないものとされている。 

ｲ. 非常災害のための

必要な応急措置（法第

64条第１項ただし書、

規則第17条第１項第３

号の規定による） 

非常災害に備えて事前に行う補強や改修行為、または非常災害

後に復旧工事として実施するもの全てが該当する。 

ただし、非常災害で甚大な範囲の破損等が発生した場合は毀損

届を提出する必要がある。 
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(2) 保存に影響を及ぼす行為に係る手続き 

建造物の現状に直接変更を加えるもの以外で、その行為によって災害や毀損のおそれ

が生じたり、構造耐力を弱めたりするなど、建造物の保存に影響を与える行為にあたっ

ては、必要に応じて三重県教育委員会及び文化庁と協議する。 

(3) その他の手続き 

① 管理に関する届出等 

ｱ. 管理責任者の選任

（法第60条第２項、規

則 第 ５ 条 の 規 定 に よ

る） 

登録有形文化財の所有者は、文化財保護法及びこれに基づく文

部科学省令に従い、登録有形文化財を管理しなければならないことと

されている。（法第６０条第１項） 

しかし、特別の事情があるときは、登録有形文化財の所有者は適

当な者を管理責任者に選任することができることとしており、管理責任

者を選任したときは、登録有形文化財の所有者は、文部科学省令の

定める事項を記載した書面をもって、当該管理責任者と連署の上二

十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 

ｲ. 管理責任者の解任

（法第60条第４項及び

第31条第３項、規則第

６条の規定による） 

特別の事情により選定した管理責任者を解任するときは、登録有

形文化財の所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面

をもって、当該管理責任者と連署の上二十日以内に文化庁長官に

届け出なければならない。 

ｩ. 所有者の変更（法

第60条第４項並びに第

32条第１項、規則第７

条の規定による） 

登録有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、文部科

学省令の定める事項を記載した書面をもって、かつ、旧所有者に対し

交付された登録証を添えて、二十日以内に文化庁長官に届け出なけ

ればならない。 

ｴ. 管理責任者の変更

（法第 60 条第４項並び

に第 32 条第２項、規則

第８条の規定による） 

登録有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、文部

科学省令の定める事項を記載した書面をもって、新管理責任者と連

署の上二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。この場

合には、管理責任者を選定した時に行う届出を別途提出する必要は

ない。 

ｵ. 所有者または管理

責任者の氏名若しくは

名 称 ま た は 住 所 変 更

（法第６０条第４項並

びに第３２条第３項、

規則第９条の規定によ

る） 

登録有形文化財の所有者または管理責任者は、その氏名若しくは

名称または住所を変更したときは、文部科学省令の定める事項を記

載した書面をもって、二十日以内に文化庁長官に届け出なければな

らない。氏名若しくは名称または住所の変更が登録有形文化財の所

有者に係るときは、届出の際登録証を添えなければならない。 

ｶ .  所 在 場 所 の 変 更

（移築） 

ｱ) 届出が必要な場合（法第６２条、規則第１１条、第１２条の規定に

よる） 

a 予め届出が必要な場合 

登録有形文化財の所在の場所を変更しようとする日の二十日前

までに、登録証を添えて文化庁長官に届け出なければならない。 

b 所在場所変更後に届出可能な場合 
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火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合、その他

所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場

合。 

この場合の届出は、規則第１１条第１号から第７号までに掲げる

事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参

考となるべき事項を記載した書面をもって、所在の場所を変更した

のち二十日以内に行わなければならない。 

ｲ) 届出を要しない場合（法第６２条ただし書、規則第１２条の規定に

よる） 

a 法第６４条第１項の規定による現状変更の届出を行ったうえで、

現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。 

b 法第６２条の規定による所在場所変更の届出をして、所在の場

所を変更した後、届出の書面に記載した移動場所へ移動するため

に所在の場所を変更しようとするとき。 

ｷ. 文化庁へ管理に関

し技術的指導を求める

場合（法第６６条、規

則第２１条の規定によ

る） 

所有者の求めに応じて実施される。 

なお、技術的な指導を受ける内容については、必要に応じて三重

県教育委員会及び文化庁と協議する。 

② 修理に関する届出等 

ｱ. 修理に関し技術的

指導を求める場合（法

第６６条、規則第２１

条の規定による）の設

置 

所有者の求めに応じて実施される。 

なお、技術的な指導を受ける内容については、必要に応じて三重

県教育委員会及び文化庁と協議する。 

ｲ. 現状変更を伴う場

合 

(2)－①、②参照。 

③ 滅失・毀損の届出等 

（法第６１条、規則第１０条の規定による） 

登録有形文化財建造物が、何らかの原因で破損・損傷してしまった場合は、所有者は、毀

損の事実を知った日から十日以内に文化庁長官に届出なければならない。 

ただし、所有者の裁量で修理が可能な範囲で破損等の範囲が甚大なもの以外については、

適宜判断する。

④ 計画の改訂手続きについて 

ｱ. 改訂手続きの原則 津市教育委員会は、今後の調査研究等の進展や社会情勢の変

化（支所業務の今後の動向等）を踏まえ、必要に応じてこの計画の見

直しを行う。 

また、防災に係る部分については、機能や用途、管理体制の変更
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に応じて再検討し、見直すものとする。見直しに当たっては、文化庁

並びに三重県教育委員会、その他関係機関と事前に協議を行うもの

とする。見直された計画は、三重県教育委員会を経由し、文化庁へ

提出する。 

ｲ. 検討会議の開催の

設置 

計画の見直しに当たり、計画の前提条件に及ぶ根本的な見直しを

必要とする場合、津市教育委員会はその内容を検討するため学識経

験者等から構成される検討会議を開催するものとする。 

ただし、実務的（建造物の部分及び部位の保護基準等の変更な

ど）な見直しの場合はその限りでない。 
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５．平成 29・30年度耐震補強工事に伴う歴史調査報告

平成 29 年度から平成 30 年度にかけて行われている「旧明村役場庁舎耐震補強その他工

事」に伴う歴史調査の報告を行う。 

本工事は、平成 28 年 3 月に策定された「旧明村役場庁舎保存活用計画」を基に、本建物

の保存、公開活用の安全と便益確保のため実施されている。本工事では、曳家工事、部分

的な解体と改修工事、耐震補強工事等が行われている。これらの工事により、失われる建

物の情報の記録保存を目的とし、調査を行なった。調査は、平成 29 年 8 月から 12 月にか

けて行った。塗装調査については、平成 30 年 4 月に追加調査を行った。 

なお、室名については工事前の時点での名称とする。 



５-１.調査概要

本建物は、大正５年に明村役場庁舎として建設されて以降、芸濃町役場支所や芸濃町

資料館として整備され、資料館として使われていた時期には、展示のために何度か改修

が行われた。用途や機能の変化に伴い、建物は改造され現在の姿となった。 

本工事において、度重なる改造により、新たに設置された造作材や内装材等を撤去し

たことにより、改造前の材料や改修の痕跡を確認することが出来た。調査は、基礎状況

調査、痕跡調査、塗装調査を実施した。また、当初設計図「明村役場建築工事之図」、当

初仕様書・設計書においては、当時の計画や技法が明記されているため、調査により確

認できた事項と照らし合わせた。これらの調査により、本建物の建設当初の姿、改造の

履歴をより明確に読み取ることができた。 

５-２.基礎状況調査

本建物は、石積で構成された基壇の上に建っていたが、曳家工事により移動し、新設

のコンクリート基礎の上に配置された。南面、西面の一部の石積は移設されるものの、

石積の多くは撤去され、本来の基壇の状態が失われてしまうことから、基礎状況調査を

行なった。基礎状況調査では、曳家工事で建物の土台より上部を移動した際に、石積の

種類や配置を確認した。また、石積を移動、撤去した際には、２箇所の石積内部の状況

を確認し、当初設計図の断面図と比較した。 

（１）基壇の石積の種類と配置

基壇は切石積と間
けん

知
ち

石
いし

積の２種類の石積により構成されている。石積の配置につい

ては、南面と東面の南側は切石積の上に縁石、西面は間知石積の上に縁石、北面は縁

石がなく間知石積や礎石が配置されている。また、本館のカウンター下等には延石が

敷かれている。整形された切石の石積を建物の正面である南面を中心に配置している

ことから、外壁の仕様と同様に、基壇においても正面性を強調していると考えられる。 
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図 2-1 基礎伏図 

写真 2-1 縁石、切石積    写真 2-2 縁石、間知石積     写真 2-3 間知石積
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（２）石積の内部状況 

石積を一部撤去したところ、石積の内部は突き固められた土と小石で構成されてい

ることが確認できた。一般的に、石積の裏側には、石積内部の水の排水を円滑に行う

ための裏込石が配置され、石積の下には地盤を固めるための栗石が敷かれている。し

かし、本石積の内部には、密に配置された裏込石も栗石も確認できなかった。これは、

建物が石積の天端隅上に建物が建っているため、雨水が石積の上部から浸入しないこ

とから、排水の機能を持たせる必要がなかったと推測できる。当初設計図の断面図に

おいては、石積の下や背面に裏込石や栗石を配置している状況が描かれているが、実

際の状況とは違いがあった。 

切石積の下には、切石の表面より前面に配置された玉石が確認できた。これは、切

石積の荷重を背面側に流し、前方への倒れ防止のために敷かれていたと推測できる。

間地石積についても、裏込石はなかったが、飼石が確認できた。 

他に、石積や延石の下等に 45 ㎝×60 ㎝程の丸い敷石が配置されており、敷石の表

面には、十字の墨書きが残っていた。平面図と重ねてみると、ちょうど柱の位置にあ

たることから、建物の荷重を受けるために配置されたと推測できる。 

写真 2-4 切石積              写真 2-5 間知石積 

倒れ防止

の玉石

敷石

飼石

資料 2-1 

本館石積断面図（当初設計図より）

図 2-2 

石積断面図（Ａ-Ａ’断面図）
本館 事務室

本館 土間

参50



５-３．塗装調査 

本建物の外壁や軒、部屋の柱や天井等は、ペンキ塗装で仕上げられている。今回の塗

装工事では、既存のペンキの塗膜を除去し新たに塗装されることから、可能な範囲では

あるが、塗装調査を行なった。塗装調査では、木地が現れるまで塗膜部分を紙やすりで

すり出し、塗膜層の目視確認を実施した。また、昭和３年の古写真に写る建物の外壁の

色、当初仕様書に記載された塗装工事の内容からも、建設当初の塗装の確認を行い、ペ

ンキ塗装の比較表を作成した。（表 3-1） 

塗装調査を行った箇所は、来賓室棟、本館外壁の下見板と軒蛇腹板、来賓室棟の出入

口脇の柱、２階議場の天井板、本館の事務室の天井板、梁、柱であった。 

（１）外壁 

調査時、来賓室棟、本館外壁の軒蛇腹の色は薄い水色で、下見板はアイボリー（淡

く黄色がかった白）であった。塗膜部分をすり出ししたところ、いくつかの塗膜層が

確認できた。（写真 3-2、3-3）

軒蛇腹の塗膜層は、表面から薄い水色（ａ）、アイボリー（ｂ）、鼠色に近い水 

色（ｃ）、黒に近い鼠色（ｄ）、やや明るい鼠色（ｅ）の５層を確認し、下見板の塗

膜層は、表面からアイボリー（Ａ）、青みがかった白色（Ｂ）、青みがかった濃い鼠色

（Ｃ）の３層を確認した。また、本館の軒蛇腹においては、風にさらされたことによ

り剥がれたペンキの下から当初の鼠色の塗膜層が見て取れた。 

写真 3-2 軒蛇腹の塗膜層 

写真 3-3 下見板の塗膜層 

写真 3-1 来賓室棟外壁

ｂ
ａ

ｃ

ｄ

ｅ

Ａ Ｂ

Ｃ
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当初仕様書と設計書においては、ペンキ塗装の仕様を白色の部と鼠色の部とを分け、

記載されている。仕様書には「ペンキ色ノケ所（白色ノ分）鎧蔀通及定規柱軒蛇腹胴

蛇腹」とあり、設計書にも「ペンキ塗白色ノ部」に、「軒蛇腹」、「鎧蔀 定規柱共」と

記載されている。これによると軒蛇腹も下見板も白色となる。 

昭和３年の古写真には、本館の正面と来賓室棟の南面の一部が写っている。軒蛇腹

や窓枠、付柱などは黒系統の色で塗装されており、下見板や建具は白系統の色で塗装

されていることが分かる。（資料 3-1） 

当初仕様書や設計書と古写真とで相違点があるが、大正 15（1926）年の建設から昭

和 3（1928）年の短い間に外壁を塗替えたとは考えにくいこと、当初仕様書と設計書

に記載された軒蛇腹の色が実際の外壁の塗膜層に見られないことから、古写真が建設

当初の姿と考えられる。古写真が建設当初の姿と考えると、軒蛇腹は鼠色で、下見板

は白色と考えられる。 

以上のことからも、当初の本館の外壁は、軒蛇腹は黒に近い鼠色（ｄ）の塗膜層で、

下見板は青みがかった白色（Ｂ）の塗膜層であったと判断できる。来賓室棟について

は、古写真からは確認が難しいが、本館と同様の配色であると考えられる。また、外

壁の青みがかった白色の塗膜については、白色の下塗として鼠色を用いていたことか

ら、下地の鼠色が透けてやや暗く見えていたと想定される。 

資料 3-1 「本村役場」（昭和 3 年古写真） 

黒系の色

白系の色 白系の色
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（２）内部：来賓室棟 

来賓室棟の出入口脇の柱の引違い戸の当て板を外したところ、青みを帯びた明るい

鼠色の塗膜が現れた。塗膜部分を紙やすりですり出ししたところ、いくつかの塗膜層

が確認できた。（写真 3-4）表面は青みを帯びた明るい鼠色（①）、その下は黒に近い鼠

色（②）、その下は黄みがかった明るい鼠色（③）の３層が確認できた。昭和 3 年の古

写真において、窓枠は黒系の色であることから、③の塗膜層は下地で、②の塗膜層が

建設当初の色、③の塗膜層は開口部が改造される直前のものであったと推測できる。

また、本館南面の出入口脇の柱引違い戸の当て板を外したところ、黒に近い灰色の

塗膜が確認できた。（写真 3-5）来賓室棟の柱の塗膜と同様の黒に近い鼠色（②）である

ことから、建設当初の色だと考えられる。本館の建具の変更は、建物が竣工して早い

時期に行われたと考えられる。 

本館２階の議場の窓枠と巾木においても、黒に近い鼠色に塗装されている。（写真 3-

6）当初仕様書の「鼠色ノ分」に「上ケ卸シ窓」が記載されており、古写真でも窓枠が

黒系の色であることから、建設当初の色であると考えられる。 

写真 3-4 来賓室棟の出入口脇柱の塗膜層     写真 3-5 本館南面の出入口脇柱の塗膜 

写真 3-6 本館２階議場の窓枠と巾木の塗膜 

②

①

③
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（３）内部：本館 

建物内部の天井は、薄緑色である。天井板の端部の塗装溜り部分をすり出ししたとこ

ろ、薄緑色であったため、塗装された当初から薄緑色であると分かる。（写真 3-7）当初の

仕様書によると、「ペンキ塗ノケ所（白色ノ部）」に「会議室天井」「事務室天井」「来賓

室天井」と記載されていることからも、天井の白色の塗装は、建設当初のものと推測で

き、白色とはすり出しにより確認できた薄緑色を指していると考えられる。 

また、１階事務室において、建設当初の薄緑色の塗装範囲について確認した。天井、

カウンター上部の梁、柱の塗膜部分をすり出ししたところ、天井と梁には、薄緑色（①）

の表面の下に、暗い薄緑色（②）と少し明るい薄緑色（③）の塗膜層と木地が現れ、柱

はすぐに木地が現れた。（写真 3-8）柱については、カウンター改変時に増設した床部分よ

り下部が塗装されていなかったこと、（写真 3-9）当初仕様書に記載がないことからも、建

設当初の柱には塗装されていなかったと判断できる。天井と梁にはいくつかの塗膜層が

確認できたことから、建設当初は、天井と梁に塗装され、後に柱を含め塗装が行われた

と考えられる。 

写真 3-7 天井板端部の塗膜溜り       写真 3-8  １階事務室のカウンター上部の 

梁（左）と柱（右）の塗膜層 

写真 3-9 １階事務室の柱の増設床部分の塗膜 

③

①

②
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建設当初の塗装の状況を把握するため、昭和３年の古写真に写る建物の外壁の色、当

初仕様書に記載された塗装工事の内容、塗装調査により確認できた色を以下に列挙した。

表 3-1 ペンキ塗膜比較表 

当初仕様

書 
古写真 

塗装調査（当初の塗膜

層） 

実際に工事で使用した

ペンキの色番号 

下見板（鎧

蔀） 

白色 白系 白色（青みがかった） Ｎ90（日塗工） 

付柱（定規

柱） 

白色 黒系  Ｎ35（日塗工） 

軒蛇腹、胴蛇

腹 

白色 黒系 鼠色（黒に近い） Ｎ35（日塗工） 

天井、廻縁 白色  薄緑色 45－85Ｂ（日塗工） 

床板、腰壁 ニス   Ｄ15－40Ｄ（日塗

工） 

柱 
無塗装 

45－85Ｂ（日塗工） 

Ｄ15－40Ｄ（日塗

工） 

出入口 鼠色 黒系 鼠色（黒に近い） Ｎ35（日塗工） 

窓枠 鼠色 黒系 鼠色（黒に近い） Ｎ35（日塗工） 

建具  白系 鼠色（黒に近い） Ｎ35（日塗工） 

鉄柱    Ｎ10（日塗工） 
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５-４．痕跡調査 

本建物の内部は、幾度かの改造が行われている。今回の工事においては、建物を曳家

するために、曳家の資材に干渉する箇所の造作物や壁、近年に設置された内装材等が撤

去された。撤去により現れた土台、柱、梁等の痕跡から、建設当初の建物の姿を読み取

れることから、痕跡調査を行なった。痕跡調査は、当初設計図と現状の図面を比較し相

違がある部分を中心に実施した。 

以下に、痕跡調査を行った箇所を示す。 

（１）- ①：四半目地土間 （２）- ①：天井漆喰飾り （３）- ①：休憩室土間 

 ②：東廊下床板、沓脱石  ②：窓敷居跡  ②：便所出入口、欄間 

 ③：建具蝶番跡   ③：高窓跡 

 ④：カウンター土台   ④：東面出入口跡 

 ⑤：２階議場畳敷き跡   ⑤：押入跡 

 ⑥：棟飾り 

図 4-1 痕跡調査位置図 
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（１）本館 

① 四半目地土間 

事務室板間の西側の床組を解体したことにより、四半目地仕上げの土間叩きが確認

された。土間叩きは、厚さ約 50 ㎜の層で、そのうち表面の 10 ㎜が仕上げの層であっ

た。仕上げの層は経年劣化によりもろくなり、目地がはっきりと認識しづらい状態で

あったが、目地は、昇降口の脇の柱（Ａ）とカウンターの延石（Ｂ）あたりを起点と

してラインが引かれていると分かる。当初の建築工事図のように、事務室の土間全体

が四半目地の土間叩きであったと考えられる。調査時、土間叩きは西側に残るのみで、

その他の部分は、新しく土間が打ちかえられており、コンクリートの土間となってい

る。これは、大正 21 年～30 年の明村役場の時期、カウンターが西面の腰壁に付き、

板間に追加で床板が張られる際、土間を新たに打ち直したことによると考えられる。 

図 4-2 事務室西側 四半目地土間状況図        写真 4-2 四半目地の状況詳細

写真 4-1 四半目地の状況
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② 東廊下床板、沓脱石 

事務室北側と東側の廊下の床板を剥がしたところ、建設当初の床板と沓脱石が確認

できた。床板の厚みは 15 ㎜、幅は 200 ㎜～300 ㎜程度で、廊下の短手方向に渡すよう

に床板が並べられている状態であった。沓脱石はで幅が 370 ㎜程度で高さは 270 ㎜と

大きい。土間は、沓脱石の手前まで新しいコンクリートで打ち直されていることから、

沓脱石は、建設当初から設置されていたと推測できる。 

図 4-3 事務室東廊下の当初床板図

写真 4-3 東廊下 建設当初の床板と框         写真 4-4 建設当初の沓脱石
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③ 建具蝶番跡 

事務所の南面の出入口、引違い戸の当て板を外したところ、自由蝶番の跡が柱の上

部、中央、下部に確認できた。蝶番跡のある柱面は、建設当初に塗装されたと考えら

れる濃い灰色であることから、建設当初、自由蝶番が付いた両開き扉であったと考え

られる。また、当初建築設計書においても蝶番付きの開戸の記載があり、設計図にお

いても両開の図が描かれていることからも、両開き扉であったといえる。自由蝶番は、

軸筒の中にベネが仕掛けられており、扉を開くと、バネの捲き戻る力で扉を自動的に

閉める仕掛けとなっている。柱面には、自由蝶番の特徴である軸、擬宝珠、羽と釘の

跡が良く残っている。 

写真 4-5 自由蝶番の痕跡         

④ カウンター土台 

カウンターの柱を土台から外したところ、土台に鉄柱と柱のホゾ穴確認できた。鉄

柱は、上部の荷重を土台に伝えるように、カウンターの台を貫通し、土台上に立てら

れていたことが分かる。鉄柱には、ホゾが付いた角柱が取り付けられ、土台に固定さ

れているが、カウンター下に腰板を取付ける際、角柱であるほうが、意匠的に都合が

よかったためだと考えられる。なお、当初建築工事図においても鉄柱と柱の図が描か

れている。 

資料 4-1 自由蝶番イメージ図 

（「建築土木資料集覧」（昭和４年）より）

写真 4-6 

カウンター鉄柱

写真 4-7 

カウンター土台ホゾ穴

図 4-4 

カウンター柱、土台

アイソメ図 
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⑤ ２階議場畳敷き跡 

近年に設置された議場の床組を撤去したところ、建設当初の床板が現れ、床板には

畳敷きの跡が確認できた。畳敷きの跡は、畳の輪郭をなぞるように床板に白く薄く残

っており、畳敷に枠を設置するための墨の印や釘穴が床板に残っていた。畳の跡の寸

法は 910 ㎜×1820 ㎜程度で、南北方向に畳の長手を配置し、縦に 3 枚、横に 11 枚並

べられていたと考えられる。畳敷きは部屋の中央に配置され、四周を通路にして利用

していたと推測できる。また、元役場職員のヒアリングの内容では、畳の上にあぐら

や正座で座り会議をしていたということであった。 

図 4-5 議場 畳敷き痕跡図

写真 4-8 議場床            写真 4-9 畳敷き周囲の枠の痕跡 

墨の線

釘穴

畳敷き跡
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⑥ 棟飾り 

寄棟屋根の棟端に鉄製の棟飾りが設置されていた。台座は瓦と同様の素材で作られ

ており、平面形状は、八角形である。棟飾りの足元の形状は、台座と同様の八角形で、

台座にかぶせる仕組みで、表面にはコールタールが残る。この棟飾りは、特徴的な形

状をしており、社寺の屋根に設置される宝珠にも、西洋風にも見える。腰の丸みを帯

びた部分は、鉄板を細かく縦に切り、貼り付けられており、丁寧な作業が見て取れる。

この棟飾りがどのような意味を持ち設置されていたかは、不明であるが、本建物の正

面性を強調した意匠であると考えられる。 

写真 4-10 本館北面外観              写真 4-11 棟飾り 

写真 4-12 棟飾り台座             写真 4-13 棟飾り裏面 

棟飾り
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（２）来賓室棟 

① 天井漆喰飾り 

曳家工事のため、来賓室の天井にある漆喰飾りの周囲の天井板を取外したところ、

漆喰飾りが天井に取りついている様子を確認することができた。漆喰飾りは、木板天

井の中央に設置されており、漆喰飾りの縁の部分は天井板に接している。中央部分は、

天井板より高くとり、小屋裏では木板の枠に囲われてる様子が分かる。 

写真 4-14 天井漆喰飾り         写真 4-15 漆喰飾り小屋裏内の様子

② 建具跡 

来賓室南廊下の南面の出入口、引違い戸の当て板を外したところ、窓敷居の痕跡が

確認できた。出入口の両脇は、建設当初から窓で、窓敷居の痕跡は、両脇の窓のホゾ

穴と同様の位置と形状であることから、建設当初は窓であったと考えられる。また、

建築工事図においても３つの窓が並んでいる様子が見て取れ、昭和３年の古写真にお

いても窓と認識できる。昭和 31 年に来賓室が芸濃町明支所として利用された際に窓

が出入口に変更されたと考えられる。 

写真 4-16 窓敷居の痕跡           写真 4-17 窓敷居の痕跡詳細 

現在は、窓敷居のホゾ穴に

埋め木している。 
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（３）小使室棟 

① 休憩室土間 

休憩室の床組を撤去したところ、土間が確認できた。土間は、休憩室の南側と北側

で違う時期に打たれた跡が見られた。小使室が座敷であった時期、土間に沓脱石が置

かれていた。その後、沓脱石を撤去し、小使室を土間にしたと考えられる。 

土間の廊下手前には、かまどが設置されていた跡が確認できた。土間には、煉瓦が

長手方向に３つ並べられている跡が４つあり、かまどの大きさは幅 2ｍ程度、奥行き

73 ㎝程度であったと推測できる。また、休憩室と物入れの境には、近年のものだろう

が、排水溝があり、風呂として利用していた時期のものだと考えられる。 

図 4-6 休憩室土間状況図           写真 4-18 休憩室土間 

写真 4-19 かまどの痕跡             写真 4-20 排水溝 
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② 便所出入口、欄間 

便所の内装を撤去したところ、西面に間柱と欄間が確認できた。間柱は人が出入り

できる程度の幅を確保して設置され、その上部にかまぼこ型の欄間があり、周囲は漆

喰壁であった。当初設計図においても、外部から出入りできる扉が記載されており、

建設当初は、外部から便所を利用していたと考えられる。 

写真 4-21 便所西面           写真 4-22 かまぼこ型の欄間 

③ 高窓跡 

休憩室の壁や天井の内装材を撤去したところ、東面の壁に高窓の痕跡が確認できた。

壁には、二本溝の高窓の鴨居が残っており、敷居にあたる箇所には新たに設けられた

アルミサッシ窓の鴨居が設置されているが、柱に敷居の枘穴が確認できた。当初設計

図の立面図と同様の位置にあたることが確認でき、建設当初の高窓であると考えられ

る。 

写真 4-23 高窓鴨居             写真 4-24 高窓敷居痕跡
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④ 東面出入口跡 

休憩室の東面の壁に、上部が丸くすり減った土台が確認できた。これは、人の往来

により削られたと考えられ、外部に石階段が設置されていることからも、出入口とし

て利用されていたことが推測できる。また、当初設計図においても、出入口と記載さ

れている。 

写真 4-25 土台             写真 4-26 石階段と土台 

⑤ 押入跡 

休憩室の柱と梁に、押入と物入の痕跡が確認できた。当初の建築工事図には、小使

室の東側に１畳ほどの押入と土間から利用する半畳の物入が描かれている。同様の位

置の梁を確認すると、柱の枘穴と土壁の跡が確認できた。また、東面の土壁には土台

天端から、物入れ側は 400 ㎜程度、押入側は 430 ㎜程度の高さまでが荒壁塗でそれよ

り上部が中塗仕上であった。物入側の柱面には無目の敷鴨居の跡が確認できたことか

らも、物入は、土間から利用する片開き戸が付いていたと考えられる。一方、押入は

小使室から利用していたと推測できる。また、押入と物入の位置に土間が打たれてい

ないことから、小使室を土間にした際に押入と物入は残されたと考えられる。 

写真 4-27 当初物入・押入の下部土壁    写真 4-28 当初物入・押入の上部土壁、柱、梁 
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休憩室東面の痕跡について 

痕跡調査③～⑤により、休憩室東面の建設当初の姿が概ね明らかとなった。明らか

となった事柄を整理し、本工事前の現状図から想定の復原図を作成した。作成した想

定復原図は、当初設計図と類似しており、設計通りに建設されたことが分かる。 

図 4-7 休憩室東面展開図 

資料 4-2 東立面図（当初設計図より）

高窓

出入口

休憩室
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登録有形文化財 旧明村役場庁舎 改修記録簿
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登録有形文化財 旧明村役場庁舎 改修記録簿 記入例 

この改修記録簿は、当該文化財建造物の改修が行われた際に改修内容を記載し、改修履歴が把

握できるようにするためのものである。 

工
事○○改修工事

記 録 者 作 成 日 

  年 月 日 

工
事
期

間 

  年  月  日 ～   年  月  日

担

当

者

・担当者（津市 部署・担当者） ・設計者（会社・担当者） 

・管理者（会社・担当者） ・施工者（会社・担当者） 

・その他（会社・担当者） 

改

修

概

要

・改修が必要となった理由と改修の内容を記載。

改

修

に

関

す

る

経

緯

・国・三重県・津市との文化財に関する手続きに関する経緯。 

（保存に影響を及ぼす行為など許認可に関するものは必須） 

・委員会を経た場合はその概要などを記載。 

・設計/施工の委託の内容・期間などの情報。 
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図面・写真・その他書類 

・図面 

改修前・工事中に痕跡が発見された場合にはその図面・改修後 

・写真 

改修前・工事中（解体状況・痕跡など）・改修後 

・その他 

文化庁等に提出した書類の複製等 
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登録有形文化財 旧明村役場庁舎 改修記録簿 

工
事

記 録 者 作 成 日 

工
事

期
間 

担

当

者

改

修

概

要

改

修

に

関

す

る

経

緯
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図面・写真・その他書類 
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